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都市化と教育行政の歴史的研究 その1

一戦前神戸市 内の学区廃止問題一

は じめ に

1)問 題としての学区L

学区は設置主体,設 置区域,通 学区域 としての三つの意味をもって使われている1)。 この

うち,設 置主体および設置区域の概念規定は学区を成立させる公権力作用(よ り限定すれば

教育行政作用)が 土地による住民区分を根拠 とするか,国 家の権力作用を根拠 とするかによ

って識別される。従って上記の三用法を承認する限 り,学 区は,社 会団体的,公 法的存在で

あることを前提せざるを得ない。学区が社会的に問題ときれるのは,こ れが一般行政単位と

は別の区画を行な う構想,あ るいは政策が存在す る場合である。全国的に問題 となった二例

をあげれば,明 治5年 学制発布による学区であり,昭 和20年 代における教育行政単位問題が

これである。 この場合先の用法における設置主体は,「 げんみつには,教 育のみの特別目的

のために,地 方自治体 とは別個に設けられた,公 法人格をもつ独立的な行政単位2)」 として

位置づけられる。

しかし,教 育行政区画 としての設置主体,設 置区域の問題は,上 記の如 き独立的行政単位

の問題につ きない。むしろ:地方自治体の法人格 に包摂 されて機能する設置主体性が現状にお

いて支配的であるが,こ の場合,教 育費にかかわる構想,政 策は,と もに自治体,あ るいは

国家の政治変化として提案 され,教 育費の独 自の運用の問題については,教 育委員会の選出

方法の変化として提案 されるのである。こうした今 日の教育行政認識は,教 育 にかかわる費

用の問題については,近 代税制の特色である 「一般報償 と強制獲得」(藤 田武夫)3)を 国と地

方 自治体,一 般財政 と教育財政にまたがる前提 としている。しかし,国 と地方 自治体,あ る

いは一般財政 と教育財政 との関係 自体が今 日の教育問題の費用にかかわる問題 として不断に

生起していることを想起す るならば,今 日共通の前提 となっている 「一般報償 と強制獲得」

とい う税制の原則そのものの発生史的検討が必要となるのではないか。 ここに発生史とい う

のは二義的な意味をもつ。一つは,こ の社会か ら公権力作用としての財政が生ずるとい う意

味での論理の問題であ りいま一つは,我 が国の統治構造の今日をあらしめた具体的歴史性の

問題である。本稿は主 として後者の意味における検討を行な うものである。
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2)学 区論の類型と歴史的段階性

我が国における学区論には三?の 類型が存在している。

第一のものは,川 本宇之介4),高 砂恒三郎5)ら による,都 市学区の研究である。 これ らの

研究は,大 正期か ら昭和初年にかけての ものであ り,大 正3年 に改正された地方学事通則に

い う,市 町村または学校組合が設ける特別なる地域としての学区を大都市における学区を対

象として検討 した学区廃止論である。

第二の ものは,五 十嵐顕,持 田栄一 らによる,戦 後教育改革期の研究である。 これ らの研

究は,教 育委員会法に先だつ時期の地方教育行政単位の設定方式にかかわってのものであり,

教育行政の独自単位の可能性の追求を起点 としなが ら,教 育行政単位の規模,組 織原則等の

研究を行なったが,財 政における補助と統制,設 置区域 と社会団体とρ関係ずけ等の学区把

握の観点を提示 したものである6)。

第三の ものは,千 葉正士7),金 子照基8)に よる明治前期の学区を対象とする近年の研究で

ある。 こ.こでは,対 象とする時期の学区に即して学区の設置主体性 とこれの地域社会におけ

る機能の検証がおこなわれている。

これ らの三類型は,研 究史的に見れば,三 つの段階をなしている。そして,研 究対象的に

は,第 二の類型と第三の類型とは,前 者が主要には成立した明治憲法下の教育行政の支配構

造の分析をおこなっているのに対し,後 者は主要には,明 治憲法下教育行政構造の成立史に

焦点をあてている。しかし,第 二,第 三の類型はともに,農 村社会における社会団体 と公権

力に焦点をあてるものであって,都 市社会における検証は傍論的位置にとどまっているとい

う意味で共通性をもっている。本稿は研究対象 としては,第 一の類聖に属する都市学区の問

題を扱 う。それは,第 二,第 三の類型に属する研究が,社 会団体 として設定する対象が とも

に,部 落有財産を基礎とする村落共同体であり,そ れ故前近代的な共同体関係を近代的な行

政が支配包摂していくとい う構造把握をすることを特色 としているが,こ れは対象によって

限定された統治構造認識であると考 えるか らである。

では,第 二類型か ら第三類型への研究史は研究方法において如何なる発展として位置づけ

られるのであろ うか。本稿はこの点については,教 育行政の歴史的発生史を機能と構造の発

生史として把えたとい う点に認める。すなわち,成 立した教育行政を歴史的発生の事実関係

に即して論ずるとい う点で第三類型の二氏は共通しているのである。そして この事実関係を

展開する起点となったのが,学 制における設置主体としての学区と,社 会団体としての村落

共同体との関係軸の設定であった。本稿は,ま た戦前 日本の学区概念そのものに地方制度の

中における通時的な位置を一与えたことにいまひとつの発展を認める。すなわち 「:地方学事通

則および改正小学校令によって規定されナこ,市 町村および町村学校組合内部の区域で設置主

体となっナこもの9)」 に 『学区』としての定義を与 えたことがこれである。
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「法律上の設置主体の概念には,一 方では教育が国の行政事務であることに応 じて,国 に

対す る小学校設置の義務(権 利 とい う」:りは)が 観念的に帰属す る主体すなわち市町村 と,
ノ ア ノ げ ア ダ ノ ノ

他 方では,そ れが団体自治の事務のひ とつであることに応じて,団 体の機能として小学校
ダ ア ノ ド

設置の権利(義 務 というよりは)が 具体的に所属す る主体,す なわち市町村 ・(市)町 村

学校組合 ・『学区』 と二種のものがわけられる とい うべ きである。 「学区』はそののちの

範疇における設置主体なのである10)」

このよ うに社会団体 との関係軸の設定と通時性をもって定義 されに設置主体 としての学区

は,・戦前 日本における教育制度の中で教育費の位置を画定す る鍵的概念であるとするのが本

稿の前提である。とい うのは,第 二類型に属する五十嵐顕によって提起 きれる 「教育におけ

る公共性の矛盾11♪」を教育費において把えるとい う方法はi戦 前地方制度の最小単位7cる 市

町村内部における観念的帰属主体と機能の具体的所属主体 との二重性についての発生史的認

識を経て,継 承可能 となるものだか らである。すなわち氏の矛盾把握の方法としての 「求め

られた補助」』(社会の側か ら求められた財政一三上注)と 「結果した統制」(現 実に成立し

だ財政一三上注)の 対比は,日 本の地方財政制度の内側に肯定すべ き教育財政を見出してい

ないが,こ れを,:地方 自治成立における二重性と,そ の矛盾の拡大,再 編とい う段階性を付

与することによって果そうとす るのが本稿の意図す るところである。

3)対 象 としての都市の学区

本稿にいう学区は,明 治23年 の地方学事通則,お よび小学校令に規定される市町村および

町村学校組合内部の区域 としての設置主体である。昭和16年 国民学校令において,学 区が廃

止 きれ るまでの期間中,学 区はこれに働 らく権力作用の変化か ら二つの段階に区分で きる。

それは,「大正3年 地方学事通則における学区廃止手続の明示(地 方学事通則第4条 として新

設)を 指標としてのことである。 この変化は次の様に評価 される。
ダ ノ が

「小学校令施行当初は無視してしまお うとしたが,結 局は無視しきれなかったこのままこ
ア ア「(

学区のこと一三上注)'を,権 力は,こ こに正面か ら問題として圧殺すべ くその準備を整

えだ2)」。

明治期においては,無 視しえない存在であったが故に学区は,国 家事務としての教育の最

小区画であり,公 権力主体 として設置事務をお こなった。しかし,大 正3年 以降は学区はそ

の設置主体性 も管轄区域性 もともに消滅すべ き対象として位置づけられなが らなお公権力主

体として存続したのである。

上述の意味における学区は,社 会的問題の性格か らすれば,大 都市における学区と,市 町

村内における学区とに区別される。本稿で扱か うのは前者であり(こ れを以下都市学区とい

う),神 戸市学区を対象 とするものである。都市学区に限らず,学 区は明治憲法下において
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は附加的形態であった。そして都市学区は他'の学区が日本社会の官治的性格の分析のだめの

好個の対象と1して扱われたのに比すれば例外的位置を与えられてきた。それは,「 すでに村

落共同体が解体したとおもわれ る'3)」が故に行政と社会団体との構成原理の質的相異が抽出

されなかったのではないか と考えられる。すなわち 「個的契機に対する総体的契機の本質的

規定'4)」とい う村落共同体の構成原理に相当す る社会団体の構成原理を前提で きないが故に,

「数として大部分をしめる村落15)」における学区が位置づけられたのであると考えられるの

である。 このように附加的,例 外的位置にある都市学区は,日 本社会の官治的性格を理解す

るにあたって新たな研究対象 としての位置が与えられ るものである。それは,我 国の地方自

治の官治的性格は,成 立期における対社:会関係の変質を明治末期か ら開始し,戦 後改革を経

て完了したとの仮説を吟味する対象としてである。すなわち戦前戦後の断絶説に立つならば,

戦前支配構造の成立史研究は明治前期になるが,都 市化社会の成立と地方制度の変質(一 種

の戦前戦後連続説)と いう問題関心の枠組16)からすれば,明 治後期か らの変質が対象となる。

上記の問題関心か らいえば六大都市における学区の問題は,当 該都市の社会変化の段階と

日本社会の申での位置の相異を含んで歴史段階的,都 市類型的考察の対象となる。 しかし本

稿では,学 区を維持しなが ら,地 方制度の変質期を迎え.,戦前教育財政史の画期とされる大

正7年 の義務教育費国庫負担法成立時において学区廃止を議決した神戸市の事例を扱 うこと

によって,主 として段階的考察とすることにする。

第1章 公権力主体 としての神戸市学区

設置主体としての学区が成立するとき,そ れは,一 個の法律上の団体 として,成 員に法律

上の義務を課するとい う意味で公権力主体である。 「全住民は居住 とい う単純な事実を基礎

として強制的にこの団体のメムバアに編入される17)」。 この意味での公権力主体としての学

区が,神 戸市においては如何なる性格を もっていたか。 これが本章の検討課題である。都市

学区の性格についての先行研究は,都 市学区と村落共同体との関係を決定することをさけ,

「住民固有の組織」 と位置づけている。

「もっとも 「学区』は単に村落共同体によって法律的外被として利用されただけではな く,

すでに村落共同体が解体 しだとおもわれる大都市において も,住 民固有の組織として利用

された18)」。(千 葉正士)
ド ノリ ほ ア ド ア

ここにい う住民固有の組織は 「経済社会の発展にともなって,村 落共同体の構造および機
ド ヂ ア ノ ア ノ　 ノリ ヂ ら ア ぞ ド ア ダ が ノサ だ ア ダ ほ ダ ダ ア ア ア ア が

能が,分 化しつつ,.な おその統合をある程度は維持してゆ く過程,し か し,い ずれは共同体
が ア ダ ア ア ア

的 要 素 が 完 全 にな くな りゆ く過 程 の どこか の 段 階 に 位 す る もの で あ ろ う。(圏 点 は三 上)19)」

と注 記 され て い る もの で あ る。
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以下において,村 落共同体を物的指標たる部落有財産の存否によって吟味し,部 落有財産

共同化をなしえた区における学区の住民組織としての構造を論じ,続 いて学区が,そ の機能

において公立学校設置に純化していった過程をのべる。

第1節 区有財産と部落有財産

神戸市に存在した学区は,六 区(神 戸,湊 西,湊 東,葺 合,湊,林 田)で あ り,明 治22年

市制発布に先だつ区町村制期か ら神戸区く これを上記六区と識別するため神戸区(市)と い

う〉内の戸長役場との区画上の同一性をもっているのは,神 戸,湊 西の二区である。(図1

参照)

学区を構造,す なわち構成原理の面か らみると,部 落有財産を区有財産化している場合と,

部落有財産として,区 内部落に留保している場合とによって村落共同体の残存の程度 と村落

共同体と区との関係は異なる。前者においては区は財産をともなった村落共同体の反揆に直

面しない。 これに:対し後者においては村落共同体は物的基礎を もって区に反揆するのである。

神戸市における区有財産と部落有財産についての市史の叙述によれば,合 併時市域とその

後の編入市域においては,前 者が部落有財産を区有財産化していたのに比し,後 者は部落有

財産を保存していたことがわかる。、

「明治22年 各部落の共有物にして新市30部落の共有財産として引継がれしは,見 積価格に

現金を加ふるも尚ほ3万 円を超過せざりき20)」

「爾後隣接地の編入に伴ひ,財 産を有する部落の数 も著しく増加す るに至れど,部 落有財

産は因襲の久しき幾多の情弊あ りて容易に整理し難 く…36年60部 落の見積価格は約150万

第1図 神戸市学区関係図(太 線部が学区存在 時)

明治10年 明治20年

神戸

湊西

湊東

葺合

湊

林田

明治30年
「

荒田村

葺合村

1

＼

湊 村

林田村
池田村

MIO.10M20.1 M29,4

M22.口

図 内に か きこん だ村 名 は市 区 に編 入 され る前 の村 名 であ る。
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円を越えたり。大正7年 度に市に届出であるもの,49部 落…530万 円に達すべ く,各 部落

にはいつれも協議会を設け,議 員5名 乃至18名 を選挙し,協 議会長其保管の責に任じて維

持増殖の事に当れ り21)」

勿論前者について も区有化の過程においては紛争があったのであり,「 数百年に亘 り幾多

の変革あ り,所 謂山論 として屡々訴訟を経 しもの22)」であった。しかし,明 治地方制度成立

期において,市 制発布時市域の区が,部 落有財産を残存 させた村落共同体の反揆を内に含ん

でいなかったことが確認で きる。

第二節 学区と戸長役場 ・学制時学区との関係

市制発布時における新市が後の合併区域 とは異なる構成原理にたち,新 市発足時の合併を

含めて もこの相異が指摘で きるので,以 下申心地域 における学区と,神 戸区(市)内 の戸長

役場および学制期学区の対応関係を検討する。それは,近 代公財政制度の特徴としての一般

報償と強制獲得の基礎単位の成立史認識として学区の位置を画定するためである。1すなわち,

区(市)町 村における財政は民費,地 方税,区 町村費として次第に公財政としての性格を も

つようになってい くのであるが,民 費,市 町村協議費に連なる 「住民の共同的経済生活23)」

(藤田武夫)と の対比の申で,学 区はいかなる位置にあったかの問題である。

明治5年 の学制における小学区は神戸 ・兵庫の二学区であったが,明 治10年12月 兵庫学区

を二分し,後 の神戸,湊 東,湊 西学区 となる区画がおこなわれた24)。これ らの区画は明治11

年の郡区町村編成法により,明 治12年 に成立した,神 戸,1仲 町,兵 庫の三戸長役場の区域と

もなった。 この区画は,明 治20年 の戸長役場の廃止まで維持 きれナこ25)。

明治10年 代を通 じてのこの区画の特徴 として,戸 長民選方式の存在 と,市(区)財 政にお

ける戸長役場単位の協議費の存続 とがあげられ る。戸長民選 といって も,任 命に先だっての

予備選挙であ り,そ の制度 も明治16年,明 治18年 の規定改正を経て候補者5名 の選挙という

形態をとるが,市 史 もい うように全国的にみても 「戸長民選…蓋し異例と云ふべし26)」性格

といえよう。民選の論拠は,県 会の県への建議によれば以下のようなものである。

「戸長は其給料及び職務取扱費をば地方税を以て支弁すと錐,其 職務の大部分は町村人民

の代弁理事に係かるものなれば,郡 区長 と同一に視るべか らず,故 に戸長の任命をして選

挙に依 らしめば,区 民厚 く之を信認し,町 村の独立自治の途 自ら通 じ,町 村の幸福亦蓋少

小ならざるンミし27)」

つまり,「 人民の代弁理事」に係 る職務の性質を郡区町村編成法のもとで維持するものと

して 「任命をして選挙に依」 ることとしたのである。

次に,財 政運用における戸長役場単位の協議費の量的優位性が,市 制発布直前まで続いた

ことがあげられ る。地方財政め先行研究によれば,明 治17年5月 は布告及び訓示によって協
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議費が区町村費と区町村費以外の協議費に分れ るとい う決定的転期であっナこ28>。この転期以

降数年を経てなお,区 費としての徴集ではなく,協 議費としての徴集によって以下の様な公

共的性格の強い費目が委任事務的費目も含めて運用 されたことが注目される。

「役場費,庁 費,土 木費,学 校費,衛 生費,火 災消防費,共 有物保管費,救 育費,勧 業世

話掛手当,避 病院費,前 年度町費補助金返済金29)」

これらの 「三役場部内協議費を合算すれば,明 治19年度の支出予算45,700円 にして,同 年

度の神戸区(市 一三上注)費 より多 きこと14,000円 な り30)」とい うのである。

こうした性格を もっ神戸区(市)学 区は,住 民の共同的経済生活としての意味を保存しつ

つ存続しなが ら維持され,戸 長役場廃止とともに一時消滅しナこのである。それ故 「旧制の復

興を希ふ者多か りしこと,亦 人情己むを得ざるものならむ31)」との当時の状況は,単 に教育

についてのみのものではなかったと推定 され る。

第3節 教育単位としての学区の機能

次に市制発布後再設置 された学区が上述の戸長役場,学 制期学区の性格との関係において

如何なる変容をたどっナこかを概観する。

市史によれば,明 治22年11月 新だに,神 戸,湊 西,湊 東,葺 合の4学 区が成立したが前二

者は区(市)時 代の区画であり,湊 東は区(市)時 代の区に編入した荒田村を合併した区画,

葺合は編入した葺合村区画であった。区会は区有財産と学校関係財産との両者を議する目的

で同年10月 に区有財産を有する神戸,湊 西,葺 合の3区 会を設置した32)。その後,明 治25年

学校関係財産のみを議する湊東区会を新設し,明 治26年 以降,学 区が租税徴集の単位 となっ

た33)。

「市制実施後明治25年迄は,区 会の組織末だ整頓せざりし故にや,区 費をば市費の中に包

含せしめて,市 会之を議決したれ ど26年度以降は区会自ら之を評決し,其 歳入は地租割,

反別割家屋税並びに戸別税に依 りしも,市 費歳入以外に別途の徴収をなし,其 賦課率は学

区有財産の多寡により一様ならざりき34)」。

第1表 は明治26年 度の各区の歳入,第2表 は歳出をそれぞれ費目別に分け,合 計中の百分

率を示したものである。また第3表 は区費徴集額(第1表 では市税と表記)の 内訳を地租と

家屋税別に示し,家 屋税の附加率を附したものである35)。.(明治26年 度ではこの二種のみ徴

集されている。)

先ず,区(市)時 代との比較による変化を見ると,区(市)時 代においては多様だった費

目が,区 有財産にかかわる費 目と,教 育費を主要 とするものに変化していることが指摘でき

る。このことは,区 と戸長役場 との関係の中で,戸 長役場において扱われた財政の大部分が,

市と学区との関係における市に吸収されたことを意味する。これを公財政の確立の面か らみ
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第1表 明治26年度各区歳入費目比率

＼
神戸区

湊西区

湊東区

葺合区

財産 ヨリ
ノ収 入

10.7

9.9

0.0
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雑収入

20.9

28.3
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32.3

前 年繰越金 寄附金

10.0

24.9

0.0

10,9

5.7

0.6

3.0

2。6

市 税

9.7

20.7

43.2

33.6

借入金

43.0

15.6

0.0

0.0

十
ニ
ゴ
ロ

100.0

100.0

100.0

100.0

区によ り使用料,手 数料費 目があ るが これ は雑収入に,区 債費 目が あ

るが これ は借入金に含めてある。

第2表 明治26年 度 各区歳 出費目比率

第3表 明治26年度各区の税目毎の
区費徴集比率

＼
神戸区

湊西区

湊東区

葺合区

会議費纏 産

0.1

0.2

0.4

1.1

0.4

1.2

0.0
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教育費

80.1

95.2

96.8

80.3

雑支出

19.5

3.4

2.7

6.3

十一百ロ

100.0

100.0
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＼
神 戸

湊 西

湊 東

葺 合

地租割

21.1

5.4

7.5

11.3

家屋税

78.9

94.6

92.5

88.7

家屋税賦
課率(毛)

5

66

10

178

れば,協 議費が市税 となることによって公財政が確立したのであ り,こ れを住民の共同的経

済生活の面からみれば,戸 長役場か ら市へ と財政単位が拡大したことによって,共 同的経済

生活も拡大す るか,公 権力主体 としての市を離れるかの選択 を迫 られるわけである。教育費

についていえば,区 時代の戸長役場が もっていた費目の総合性を奪われた ものとしての区費

の中に位置を占めることによって教育の公共支持をよりホームルールなものに維持 したので

ある。このことによって,そ の後四半世紀にわたる,区 税の費目が確定した。つまり,歳 入

における財産収入,区 費(区 費の中の家屋税,:地 租割等),歳 出における主要費目としての

教育費である。この うち,区 費中の家屋税以外は賦課率が各区均一であ りかつ区費中に占め

る地位 は当初か ら高いものではなかっナこ。

以上か ら指摘で きることは,明 治20年 の戸長役場学区の廃止か ら明治26年 の学区再設置の

あいだに,教 育財政は,公 財政としての性格を強めたのである。 すなわち強制徴集の権限

をもつ費用へと転化したのである。この過程は,国 税,地 方税の附加税を主要税源 とす る市

税の強制徴集の権限に附随することによってなしとげ られナこのである。しかしこの公財政性

は,戸 長役場の区画による協議費と比較すると,税 収における強制徴集性 とひ きかえに財源

を国税,地 方税,市 税に奪われ,家 屋税とい う唯一の税源を残 きれたのである。税費目中で,

所得,営 業といった社会活動にかかわる費目を失った区費は,今 や,家 屋 とい う土地の上に

たつ物件への課税に身をゆだねることになった。協議費から区費への転換は,教 育費の性格
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すなわち教育の社会的支持の具体的転換で もあった。か くて,:地 方制度成立期において村落

共同体 とは異なる原理で組織 された住民固有の組織は公財政化す ることによって,学 校設置

の公権力主体 としての機能 と,区 有財産管理の機能のみを残して存続することになった。そ

れはもはや,住 民の共同的経済生活の全体性をもっていないが,人 民の代弁理事の区画とし

ての性格を公財政の中に保存したのである。

第2章 市教育財政の変容と学区廃止

市制の もとで成立 した4学 区は,そ の後明治29年,湊 村,林 田村,池 田村を合併し,前 者

に湊学区,後 二者に林田区を設置 したことにより計6学 区となる。これらの学区は,明 治28

年の市条例改正により,学 事通則 と市制とにもとず く,、学区,財 産区 となった36)。

第4表 にみられるように明治31年か ら大正6年 までの20年 間の各区の人口増加率は神戸 ・

湊東 ・湊西の区(市)時 代か らの学区に比して葺合 ・湊 ・林田の三区が高 く,い ずれも市域

全体の増加率を上まわっていることが明らかである3η。すなわち,こ の時期の人口増加は市

内全区 にわたっているが,増 加率のより高い区は,合 併によって拡大 した地域の区である。

これ らの相異は本章にあつか う,学 区廃止をめ ぐる区間の対立つま り学区廃止に賛成か厘対

かの異なる構想に一致している。

第4表 神戸市各区の人口増加率

＼ 葺合 神戸陳 東 湊西 測 林副 市鞠
明治31年 ～明治41年

明治41年 ～大正6年

220

177

153

122

151

117

182

140

312.

218

232

162

176

148

第1節 学区財政の基本構造

学区をめぐる意見の対立は,各 区財政構造の相異に一つの根拠 をもっている。歳入面から

いえば,富 裕な区も財産収入は支配的なものではない。しかし財産収入 と区税の余裕を合す

れば,小 学校維持に加えてその他の学校を維持することが出来 る。これに対 して貧困区にお

いては,学 校建設に要する臨時的経費の支出を得るためには,起 債(す なわち市の責任によ

る区費充当費の借入38))と 家屋税賦課率を高めることしかない。 これが累年化すると,歳 出

の構造 も変って くる。すなわち,貧 困区においては,区 費中の臨時費比率が増大 し,そ の中

で市充当返納額(す なわち起債の返納)が 増大する。 これに対し,富 裕区では,区 費経常費

申の教育費が小学校費のみでなく,そ の他の学校費が登場して くる。表5表 はこれ らの動向

を神戸区と林田区の明治44年 の歳出中の比率によって示した ものである39)。富裕区の教育事

業の拡大(神 戸区の場合は,神 港商業学校,神 港商業補習学校,神 戸幼稚園)と 貧困区の小
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学校建設のための借金財政,こ れが対立の財政

構造的根拠である。

きて,こ のような,区 費としての教育費運用

が,教 育制度運営上どのような特徴をもた らし

たであろうか。第一は,義 務教育費の公費負担

が原則的に表明されだ明治33年 の改正小学校令

以降 も長期にわたって,小 学校授業料が徴集さ

れ続けた40)ことに関係している。勿論,授 業料

は,私 費徴集であり,未 納者への強制獲得性を

もち得ない ものである。こうした授業料徴集に

応 じえない 「細民」については夜間中学の設置

維持が市費として支出される。それ故,こ こに

第5表 神戸,林 田両区の歳出費目比較

＼ 経 常 費 臨 時 費

神

戸

区

林

田

区

79.6

教育費 その他

89・・※1'・ 砿 ・

41.8

教育費 その他

95・7※ 」4・3

20.4

教育費 その他 、

99.4「0.6

58.2

輔 劃 そめ他

53.3146.7※ ※

※経常費申教育 費は神戸区 は,小 学校費

77.5%そ の他22.5%で あるが林田区は

小学校費100%で ある。

※※林 田区臨時費その他 は全額市充当返 納

額であ る。

新ナこに登場した原則は,区 費と授業料とをもっ`てなされる義務教育の二般的原則(つ まら,

公費+私 費による義務教育〉と市による私営夜学校(市 営にして,公 教育の外に位置する)

の設置41)であった。両者は学区が存在した時点では,公 権力主俸を異にしており,公 費+私

費による公教育と公費による私教育 とは並存していだのである。

第二は,義 務教育の一般原則のもとでの,学 校制度編成原則の変更 としての二部授業制の

採用である。神戸市の二部授業は明治35年 より大正15年 の四半世紀にわたって存続す るもの

で42),学 校建築の:不足,教 員不足等がその理由ときれるが43),教 育費の運営上Q問 題か らい

えば,神 戸市義務教育の一般原則(つ まり,区 費 と授業料による区財政運営)が かかえた困

難の学校経営,運 営への転化に他ならない。これはその後長 らく神戸市教育会の学校経営上

の大問題となる二部授業の是非問題として雑誌 「兵庫教育」の誌上論争をももたらすのであ

る鋤。

第三 に,こ うした,財 政不均衡が教育制度運営上の原則 として先にみだ,区 による教育費

支持と,区 をこえた市域内における教育費負担の均衡論との対抗を:不可避のものとしたこと

があげられる。すなわち,教 育費運用を住民共同生活に近 く設定するのか,そ れとも教育費

負担の均衡を優先するのかの原則問題である。前者を機構.にかかわる原則,後 者を機構によ

る強制獲得の機能にかかわる原則とい うとすれば,後 者の機能を市が代行す る乙とによって,

前者の機構が公権力主体としての機能を喪失してゆくに伴なって,あ たか も,両 者はともに

教育費運用の機能的原則であるかの如 くに議論 きれてゆく。

第2節 学区廃止問題 の経過と論争点

明治40年10月 神戸市は,教 育施設調査委員を委嘱し,12月 報告を得 る。これをもって市は
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県知事に内申し,県 知事は諮問を市及び区に対して発する45)。

「其市尋常小学校施設に関し,従 来,各 区に対 し其区尋常小学校の設立維持費用を負担せ

しめし所,明 治41年 より之を全市の負担に変更せんとす。小学校令第11条 第1:頃後段に依

り其市区の意見を諮問す46)」

市教育施設調査委員の報告は,「 枝葉 ノ問題 ノ如キハ…市若 クハ区学務委員 ノ意見 ヲ諮 リ

市長二於テ之ヲ決行スルヲ適当4η」 とし,市 ・市区連合学務委員会 もまた,こ の報告書と同

趣旨の決議を行なっている48)。それ故,学 区廃止をめ ぐる論議の対立は報告書の内に附言 さ

れた,少 数意見,区 会毎の決議,市 会における討論等によって知 ることがで きる。以下に,

報告の論点を概観し,こ れをめ ぐる賛否両論の対立点を考察す る。.

報告の主要な論旨は以下のものである。

「委員等ハ学制統一経済統一 ヲ可ナ リト認 メタルモ各区現在ノ状態ヲ顧 ミレハ全部ノ共通

ハ時期 ト.事情二適セサルモノアルヲ思(フ ー三上注)49)」

ここで学区廃止を可 とす るのは以下の四点である。

「一,膨 張 ノ急速ナル本市小学校 ノ施設 ヲ現在 ノ如 ク各区ニー任セハ其経営に頓挫渋滞ヲ

来スパ蓋 シ遠 キニ非ザルヘシ何 トナレハ…各区ノ財源一様ナラス且ツ貧富ノ度ヲ異

ニスル甚シキ…

二,市 全体ノ上 ヨリ比較的適当ノ位置 ヲ而モ経済的二選定スル ヲ得テ生徒ノ通学二便益

ヲ与フル コ ト勘少二非サルベシ

三,全 国大都市 ノ大勢ハ漸次共通 ノ制二向フモノノ如 シ,吾 力神戸市 ノ如 ク教育施設ノ

殆ン ト全部ヲ区ニー任セルモノーモアル コ トナシ

四,市 力当然負担スヘキ義務教育 ノ負担ヲ独 リ家屋所有者 ノミニ課セン トスルカ如キ頗

ル公平 ヲ欠 クモノ ト謂ハサルヘカラス50)」

・以上の区間不均衡 ,通 学区,他 市比較,家 屋税問題中,通 学区,他 市比較は,公 権力主体

としての学区とい う本稿の課題か らすれば附帯的問題である。すなわち,通 学区間題 は神戸

市の如 く,区 が複数の通学区をもってい る場合は,区 境界付近の住民における隣接区学校 と

の比較,あ るいに学校選択のための越区行為の問題である。まナこ,他 市 との比較については,

市政担当者の視察報告等を検討して も51),そ の事実認識の信慧性が疑われるのであるが,こ

れの訂正 は本稿につづ く他市の比較分析による以外にないか らである。

・次に,報 告の提案する学区廃止の措置は以下の通 りである。

「一)学 校基本財産ハ区ノ経営二属スル小学校基本財産 トシテ従前 ノ通 リ各区 ノ管理 ト為

スコ ト

ニ,公 借金 ヲ有スル区二在 リテハ当該区二於 テ償還 ノ義務ヲ完了スルコ ト

三,尋 常小学校斗充当センカ為メ現在 ノ校舎校地其 ノ営造物ハ…高等小学校 ノ設営二要
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スヘキ相当設備 ノ校地校舎ヲ除キ其他ノ部分ハ都 テ市二於 テ無償使用スルコ ト

四,必 要ナル修繕二要スル費用ハ市二於テ負担スルコ ト

五,高 等小学校 ノ増設 ヲ要スル場合ニハ其設置二関スル費用ハ区ノ負担 トスルコ ト

六,各 小学校二於ケル…図書器具機械中高等小学校二要スルモノヲ除キ其他ハ無償 ヲ以

テ市二引継 クコ ト

七,第 三項校地校舎ハ区二於テ明治41年度就学児童 ノ収容(尋 常二学年以下二部教授施

行 ノ予定)二 支障ナキ設備 ヲ標準 トシ若 シ之二適合セサルモノニ在 リテハ此 ノ標準

二適応スル設備二要スル経費ヲ其 ノ区ノ負担 トスルコ ト52)」

ここに示された移行の原則は,区 有の学校財産の区への留保(1),共 通化以前の区の責

任の区による負担(2,7)に より,明 治41年 以降の義務教育6年 化に対処す るものである。

すなわち,既 存の財産については,区 に留保 しなが ら,こ れを無償供用す ることにより 「教

育費ノ共通」を尋常小学校に限っておこなお うとするものである。 この意味で報告が志向す

るのは,学 区の廃止ではなく,学 区の現状を学区の責任として凍結し,尋 常小学校にかかわ

る将来の費用を共通化す るものである。それ故,明 治40年 に先だつ,区 費用のうち,次 第に・

その比重を増していた臨時費の一時的肩代わ り(区 債)を,義 務教育6年 制を契機に,経 常

費についても及ぼそ うとす るものに他ならなかった。従って,先 にみた区市の一般的原則と

例外的原則か らいえば義務教育経費に限っての市移行である。この意味は二重である。一つ

は市移行によって,市 費による負担が例外的原則か ら一般的原則へ転化す るということであ

り,い ま一つは,市 の夜間中学に対す る費用の無償が,市 経費中義務教育における授業料が

一般原則化す ることによって,市 の費用原則は私費+公 費を原則 とし,無 償を例外 とすると

いうことである。

さて,こ うした報告の構想に対して,区 会は,神 戸,湊 西,湊 東の3区 会が反対,葺 合,

湊,林 田の3区 会が賛成の議決をした53)。このうち,神 戸区会の反対理由と湊区会の賛成理

由は以下の如 くである。

「神戸区会,本 市小学校教育現在 ノ進歩発達ハ学区制ノ効果 ト信ズ,今 之 ヲ全市共通 ノ負

担二変更スルニ於テハ反対ノ効果 ヲ来 スベシ,依 テ本区会ハ支障アリト認ム。

湊区会,時 機二適 シタルモノ ト認ム。尚本区ハ此際更二進 ンデ尋常高等共二全市 ノ負担

二変更セラレンコ トヲ希望ス54)」

このように対立は報告のい う尋常小学校に関しての共通化についてのみならず高等小学校

について もおよぶ ものであった。それは,既 に神戸区教育会が設立 した学校を明治31年神戸

区の経営に移 し神戸小学校内に設置 し,市 立神戸商業補習学校 とす るなど55),義務教育以外

の学校の運営をおこなっていたことにも見 られる如 く,区 の教育運営に関わっての過去の格

差に帰因するものであった。 こうした対立は既に報告の中で少数意見が附記 されていること
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か らも容易に調停し難い ものであった ことがわかる。

「(附言),… 少数者の意見として時期尚早ヲ唱フルモノァリ其理由ハ(一)共 通経済ハ理

論 トシテ其名美ナルモ実ハ却テ教育 ノ進歩発達二支障ナキヲ保セス…富区 ト貧区都会 ト田

舎 力設備二差異アルハ必スシモ替ムヘキニ非ス(二)現 在 ノ家屋税二対スル個数算出 ノ標

準ハ名区権衡 ヲ失スル ノ嫌アルニヨリ之ヲ修正シ財源ヲ均一セハ多少 ノ余裕ヲ生スヘ ク且

市 ノ財政上 ヨリ見ルモ今ハ其期時二非ス トイフニ在 リ……学制統一経済共通二進ムル ノ階

段 トシテ今後小学校 ノ新営二対シテハー定 ノ標準二依 リ年々予算ヲ定メ市費ニヨリ区二対

シ経費 ノ補給ヲ為サン トスルハ等シク承認スル所ナリキ56)」

こうして学区有の学校基本財産の保持と而後の経費の共通化とい うそれ自体折喪的な報告

も,区 会の対立とともに市会における内部対立を招 くことは必至の状況であった。そこで,

兵庫県内務部長不破彦麿は明治41年3月 通達 「小学校費負担の件」を出し,市 長水上浩躬 も

同趣旨の通知を出した。後者の通知の本文は以下のとおりである。

「本市小学校経費負担 ノ件二関シ,本 県知事 ノ諮問事項ハ,素 ヨリ,本 市教育上,サ ラニ

財政上 ノ重大事件ニシテ,十 分 ナル御審議 ヲ要スル次第 ト確信仕候。右二関 シ去ル7日 付

ヲ以テ,其 節 ヨリ別紙 ノ通 リ通牒相成候二付キ,其 辺十分御留意相煩 シ度,此 段御通知勇

々得貴意候也57)」。

こうして市会に附託 された諮閥案は9名 の調査委員を選出し,こ れに報告書を提出させる

ことに決したが,こ の報告書作成 は難行 し,大 正6年 に改めて調査委員会が選出されるまで

報告書は作 られなかっナこ58)。

第3節 学区の廃止決定 とその意味

学区廃止案は議会調査委員会に附託 されなが ら,市 会としての態度決定はなかったが,反

対少数意見においても承認 されていた市費による区経費の補給は,大 正3年 に至って新にな

段階に達した。明治36年 に制定されていた学区経費補助方法は,大 正2年 までに7万 円の補

助をお こなっアこに過ぎないが,「 市立小学校建設及設備補助規定」を新たに制定し,補 助額

の増大をお こなった。 これは 「教育施設ノ進渉ヲ阻害スル」 ことをなくす るために,「 特別

税家屋税ヲ,其 制限外六銭ヲ超過スル」不足額の十分の五を補助するものである59)。この趣

旨か らすれば臨時費の補助を目的 どするとも考え られるが,小 学校建設にともなう経常費自

然増ともなるのであ り,大 正6年 には,経 常費81,925円,臨 時費50,625円 となっている60)。

こうして市補助が急増するなかで,大 正2年 には,学 区廃止問題 と,家 屋税変更問題とが15

名か らなる同一の調査委員会に付託 きれることになっアこ61)。この委員会は,基 本的な態度決

定をしなかったが両問題の同一委員会付託は,続 く大正6年 の調査委員会の先駆であったb

大正6年5月 「市税特別税条例中改正 ノ件」および 「尋常小学校経費共通 ノ件」が市会委
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員会に付託 され,9月 家屋税改正についての報告書が提出され,続 いて翌大正7年2月 学区

廃止の報告書が提出された。この報告書の主たる主張は次の点である。

「経費 ヲ全市共通スルコ トトシ尚此際高等小学校経費モ併セテ全市 ノ負担二変更致度委員

会一致 ノ希望二御座候此段及報告候也62)」

この報告の理由としてあげられているのは主要には二部授業の廃止である。

「…就学児童数モ亦激増シ之力収容二応センカ為ニハ随テ之二伴フノ施設ヲ為ササルヘカ

ラス然レドモ経費其他 ノ点二於テ設備ヲ整フノ邊ナク之ヲ以テニ部教授 ヲ廃スル能ハサル

ノミナラス殊二急激ノ発展ヲ為セル学区二於テハ尋常第六学年二至ルモ尚二部教授ヲ行フ

ノ止ムナキ有様ナリ63)」

そして報告は(別 紙)と して小学校経費共通案,実 施案,学 区財産処分案,を 付している。

この中で,明 治40年 の報告 との相異点は次の二点である。

「一,校 舎敷地及校具等パー切無償ニテ市二引継ヲ受 クルコ ト…

二,学 校設備二要 シタル負債ハ市二於テ引受 クルコ ト64)」

この二点および高等小学校経費を含む共通化は,学 区廃止とい う点で明治40年 の報告以上

に徹底した ものである。学区の設置主体性にかかわる全公権力性を,学 区か ら市へ集中す る

ことがこの報告の趣旨である。市会 はこの報告を大正7年4月 承認 した。兵庫県知事 はこれ

を受け,7月 「神戸市葺合 ・神戸 ・湊東 ・湊 ・湊西 ・林田ノ六学区 ノ財産処分 ノ件」を学事

通則第4条 第1項 により諮問し,市 会は10月 これに 「支障なし」 と答申す ることを議決した。

県知事 は大正8年3月31日 限 りで六学区を廃止す ることを告示し,こ こに,長 年の学区問題

は,結 着をみることになったのである65>。大正3年 の学事通則に新設された学区廃止規定は

六大都市において初めての適用をうけたのである。

こうして学区廃止は,明 治末期か ら大正前期における長年の懸案であったが,学 区廃止を

もたらした主要 な原因は,周 辺地域 における区の財政需要の増大 と市によるこれの肩代 り機

能の増大であ り,市 政内部での転機は,大 正2年 か ら3年 の補助規定改正 と家屋税 ・学区廃

止同一委員会付託であった。そして,こ れ らを前提として二部授業問題が教育原則上の重要

聞題 として位置づけられ ることにより,廃 止への市内的要因が成熟したのである。

本章の最後に論ずべ き問題 として,公 費+私 費による公教育 と公費による私教育が市政内

部での転換期以降如何に変容したかを検討しよ う。公費+私 費による公教育は,大 正8年 以

降,そ の公権力主体を区か ら市へと移しアこ。 これに先だって,大 正2年 にいた り,私 立夜学

校は市立夜学校に性格変更している66)。市会への提案理由は次の通 りである。

「本市 ノ私立夜学校ハ,学 齢児童中昼間就学シ能ハザルモノヲ収容シ,義 務教育 ノ補助ヲ

行フ機関ナルヲ以テ,毎 年殆 ド経費 ノ全部ヲ補助シ,其 経営ヲ資ケタリ。而モ従来 ノ経過

二鑑 ミレバ,寧 ロ之ヲ市立夜学校 トナシ,… 之力改善 ヲ促スパ機宜二適シタル施設ナリト
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ス6η」

か くて市は,従 来の公教育に加えて,公 費でまかな う私教育を公認 したのである。この原

則変更は二重の意味で注目すべ き変更である。まず,市 が単一の設置主体 としての公権力性

において,明 らかに例外 とみなされた細民 と市民一般を市立学校に就学 させ ることになっナこ

とい う意味で。続いて,こ の例外の公教育への編入が,例 外的存在 として私立学校補助を行

なってきた際,自 明の前提 ときれた授業料支弁能力の無 さがいさきか も解決きれることなく

公教育に参入す ることにおいて,市 は自らの論理 として義務教育無償の問題に直面す るとい

う意味で。

第3章 教育費 の主要税源 としての家屋税

第1節 市,区 財政における家屋税

学区の問題を論じて,家 屋税について章を改めて論ずるのは次の理由による。先ず,前 章

においては,区 費の歳入,歳 出の問題 として教育費を問題 としたが,社 会と公権力との関係

においては,区 費に充当すべ き税源を指定するのは公権力の側に他ならないのであるか ら,

これを財政の全体構造の中で位置づけなければならないという一般的理由による。次に学区

廃止にかかわって,反 対理由の最後のものが次の神戸 ・湊東 ・湊西区会議長連名の陳情書に

みる如 く家屋税改正の後の再検討とい うことであったことの意味を未だに明らかにしていな

いという論点整理上の理由による。

「学区統一案ハ現行本市税制 ヲ以テシテハ市民負担 ノ公平 ヲ失スル コ ト甚 シキ嫌アルヲ以

テ近 ク改正セラルヘキ家屋税制 ノ施行 ヲ侯チ除々二調査 ヲ遂ケ然ル後実施スルヲ多数民意

二適合 シタル措置 ト相認候条当分右学区統一案 ノ議定ヲ延期相成候様致シ度此 段 陳 情 候

也68)」

きらに,学 区廃止善後策 として家屋税が区債償還にあてられた点か らいっても,大 正8年

以降まで,家 屋税と教育費との関係が存続したと考えられ るか らである。

「区債中償還 を要す るものを合せば,総 経費約300万 円に達すべ きを以て,其 財源 として

大正7年 度 に利率年6分,額 面300万 円の公債を発行して其償還財源を家屋税に求め大正

10年度より同29年 度迄に其元利全部を償還せむと計画せ り69)」

先ず,区 財政中における家屋税の位置を明 らかにしてお こう。学区の費用は,明 治26年度

か ら,区 会の議決を経て,独 自に徴集 きれることになり,:地租割,反 別割,』家屋税並びに戸

別税をもって徴集 されたが,主 要な費目は,家 屋税であっナこ70)。一例をとれば,明 治39年度

の六区の区費徴集額中における家屋税の占める比率は96.9%を 占める。同年における市税徴

集額中の家屋税の比率 は11.6%で ある71)。このことか ら,市 税においては増収のために家屋
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税に関心を集中する必要はないが,区 費については家屋税の賦課方法の如何が決定的である

ことがわかる。

家屋税は附加税であ り,国 税,府 県税に附加されるものであ り町村制理由によれば 「附加

税ノ特別税二優ルモノハ,附 加税二在 テハ納税者既二国税叉ハ地方税ノ賦課ヲ受クルヲ以テ

別二其収益等の調査 ヲ為スヲ要セサルニ在 リ(圏 点は三上72))」と説明されたものである。し

かし,以 下にみる如 く,国 税 ・地方税に制限附加率を乗 じて,市,区 の費用とするに止まる

ことはで きなかった。市人口の増大 と財政需要の増大の過程では,市 自体 も 「市税ハ許可 ヲ

考ヘラレタル極度迄之ヲ賦課セ ゾ3)」と市長が予算編成方針説明をするような財政運用をお

こない,進 んで税源調査活動を行ったのである。市勢調査 もまたこのよ うな税源の追求を動

機 としていたのである74)。

家屋税は,明 治19年 に設定されたが,こ れは,明 治11年 の地租改正の際の土地等級に準拠

したものであった。この家屋税附加法は,明 治30年 に一部改正されるが,土 地等級に準拠す

る原則は維持 された。このような微集方法は地租を根拠にしなが ら,:地上の家屋に対して賦

課 きれるという性質上,そ の賦課基準をめ ぐる論議においては,常 に地上の社:会の諸動向が

反映されざるを得ない性質をもっている。家屋税をめ ぐる論議を,区 費の税源の確保,す な

わち,区 に留保された教育費の確保とい う視点か ら,以 下に学区制廃止論の登場する明治40

年以前とそれ以降の時期に分 けて検討しよう。

第2節 標準としての地租とこれに変る標準の模索

明治28年1月 に神戸市会に3名 の議員(桑 田弥兵衛,上 田栄次郎,加 藤治郎兵衛)か ら提

出された建議案 は 「改正の議 は…当時市勢の前途未だ測 り知 り難しとの理由を以て否決75)」

された。建議案文は,次 の通 りである。

「市内戸数近年非常二増加シ,之 ト同時二家屋税賦課等級の修正 ノ必要ヲ認メタルヲ以テ,

本会の議決ヲ経テ市参事会ノ同意ヲ得,本 県知事へ具 申セン トス76)」

建議は,賛 成者少数により 「二次会(市 会議事細則中の二次会,す なわち遂条討論審議一

三上注)で 消滅7η」するが,建 議の審議過程 において,賛成,反 対の論拠が示されている。

桑田 「土地ノ情況一変シ,先 年家屋 ナク,空 地ノミナリシ所モ,近 年家屋増加シ,一 市街

ヲ為 シタル有様ナ リ,然 ルニ家屋税賦課法ハ従前 ノ通 リニシテ毫モ変改セラレズ…繁栄 ノ

場所二在ル家屋税 ヲ修正セン ト云 フニアリ78)」

加藤 「従来 ノ家屋税パー二地等ニヨレリ,21年 前 ト21年後ノ築造家屋ハ隣家ニテモ大 イニ

異ルアリ,:不公平甚ダシ79)」

提案者の意図するところは,家 屋が もつ社会的な面での価値の不均等に着目し,こ れに比

例 した税改正を主張 しているわけである。これに対 し,反 対論は,従 来の家屋税の標準たる
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地価を根拠として批判する。

小寺泰次郎 「建議者ハ地 ニヨルカ,家 ニヨルカ,イ ズレ ト質問スルモ明答ナシ。家屋ハ:地

上二築上セラレタルナ リ。地 ノ等位二準ゼザルベカラズ。而 シテ地等ハ売買 ノ実価ニヨル

ヲ先ズ公平ナ リトス。萄 クモ之が修正ヲ施サンカ,十 分ノ定律ナカルベカラズ80)」

こう'した論議を経て明治31年 度か ら地位等級に街衙の状況によるものも生じ81),一 応の解

決を得たかの如 くであったが,明 治39年12月 以降あ らためて上記の 「地」と 「家」の問題が

登場する。 「市内家屋調査ノ件」の提案理由は,地 租か ら家賃への標準の転換を意図するも

のであった。

「爾(明 治31年 の改正のこと一三上注)来 年 ヲ閲スル コ ト久シク,且 ツ本市 ノ発達著シキ

ヲ以テ,`現状二照ラシ負担 ノ公平 ヲ得ザルモ少ナシ トセズ。然ルニ,姑 息 ノ修正ニテハ到

底完全二負担ノ公平 ヲ期シ難キヲ以テ,改 組等級二依ル制ヲ廃 シ家賃 ヲ標準 トスルノ制 ヲ

採 ラン トス82)」

学区廃止問題に先だって提出されたこの議案は調査委員会を設けて付託 されることになり,

学区廃止問題 と並行して,大 正7年 まで続 く論議となってい くのである。

第3節 標準としての家賃と新たな等級

調査委員会は,明 治40年12月 報告書を提出す る。報告書は 「市内家屋調査 ノ件」 の提案を

否決することを骨子とし,こ れに代えるに複数の標準を合成することを提案している。複数

の標準とは以下のものであり,・「制度ハ現行ノ儘之ヲ改良セン トスルS3)」として位置づけら

れた ものである。

「現行制度二改正ヲ加フル必要ヲ認メズ ト錐 ドモ,家 屋個数 ノ配当著シク公平 ヲ失スルモ

ノト認ム故二左 ノ標準 ヲ以テ個数ノ配当ヲ公平ナラシメン トス

ー,地 位 ノ等級

二,建 物 ノ種類用法及坪数

但シ必要 ノ場合二於テハ賃貸価格 ヲ参酌スルモノ トス84)」

これは賃貸価格を標準 とす る明治39年 の提案 とは異なり,市 区の社会的活動によって地位

を定め税の公平を期そうとす るものである。 これは以下の提案理由に明 らかである。

「衝路ノ品位,繁 栄ノ程度,運 輸交通 ノ便否及衆諸 ノ好悪等ヲ参酌シ以テ,其 地位ヲ確定

シ,以 テ其個数ヲ配当セバ恐ラク梢公平 ヲ保チ得 ンカ,之 二加へ,建 物 ノ構造,種 類及用

法坪数等ハ又個数配当上二於ケル要素ニシテ欠 ク可カラザルモ ノナリ85)」

報告が,賃 貸価格を否決すべしとした現実的根拠は,賃 貸価格評定の困難さであった。

「賃貸価格 ヲ標準 トシテ課税スルハ只一 ノ佐世保市アルノミ…佐世保市 ノ賃貸価格制度ハ

小ナル佐世保市 トシテコソ之 ヲ行 ヒ得ベキモ…本市 ノ如 ク巳二9万 二垂々 トスル戸数 ヲ有
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シ異動頻雑ナル土地二於テハ到底完全二之二実行スルコ ト能ハザルナ リ86)。」

ここに表明されてい るのは,家 屋税で もって,区 費,教 育費をまかな うことの困難性であ

る。税収上の公平性を保とうとすれば,地 租に変 る調査を行なわねばならず,そ のことは,

国税,地 方税の附加税たることか ら,市 自らの調査標準の提出による市民の合意でなければ

ならない。事実 この点については,修 正意見の傍論に属する発言であるとはいえ,価 格評定

敢行論 も登場していた。.

「之(佐 世保市の方法の事一三上注)其 方法如何二由リテ蓋シ行 ヒ得ベキニアラザルベシ,

故二今本市二於チ賃貸価格二由ルモ,独 立 ノー課ヲ設ケ専心事 二従ハンカ恐ラク:不可能ニ

アラズ87)」

市会において家屋税法改正調査の件が全員賛成をみたのは,明 治41年 のことであ り,区 画

毎の等級づけを賃貸価格を標準としておこない,建 物の用法を加味した賦課率算定を含む も

ので,「 地区の等級率二家屋価格 ノ等級ヲ加味シ,所 謂,折 衷按配 シテ以テ賦課個数ヲ産出

致候ヲ適当 ト認 メ88)」アこものである。

「一,家 屋税ハ建物 ノ種類,坪 数及敷地 ノ地位二依 リ個数ヲ定メ之ヲ賦課スルコ ト

ニ,建 物ハ其構造及用法ヲ区分 シテ賦課率 ヲ算定スルコ ト

三,敷 地 ノ地位ハ繁栄 ノ程度二応 ジ,其 他賃貸価格 ヲ標準 トシ,街 衡(地 位等級ヲ付ス

ルに方 リ,一 ケ町若 クハーケ町 ノ内ニケ所以上二区画シテ付セシ名称89L三 上注)ヲ 区画

シテ等級 ヲ付スルコ トgo)」

この標準の設定は,単 に家屋価格と地位との折衷にとどまらず,家 屋税算定の尺度を複数

の標準の技術的操作 として示す ものであ り,こ の意味で,調 査の意味の変更を もたらす もの

であった。すなわち明治39年 にあっては徴集に先だって個々の家屋賃貸価格を確認す ること

として調査が位置づけられていたが ここでは,地 位等級を定めるものとしての複数の要素の

区画毎の査定として調査が位置づけられる。 こうして地上に存在するあらゆる家屋にっいて,

適用可能なものとした尺度の設定により,先 に 「異動頻雑」を理由に賃貸料を拒否した報告

書の立場を も吸収することになったのである。

こうして市は,区 画による地位等級の確定と,家 屋税の算定基準のため,家 屋税調査局を

設け,明 治42年12月 「神戸市市税特別税条例中改正 ノ件」と 「家屋税改正二関スル調査顛末

報告書」を市会に提出する91)。報告書によれば,調 査の概要は,建 物調査(各 戸賃貸価格に

よる)と 街衙調査(国 税営業税納税者及所得税納税者員数による)と であ り。当時の現制度

と改正案の相異点は以下のとおりであった。

「一,現 行法ニア リテハ構造 ヲニ種二区別シ其種類二応ジ建坪一坪二付賦課0.5坪 乃至1.5

坪 トセシノミナルモ,改 正法ニテハ更二用法ヲ加味シテ,実 際二適用スベキ率ヲ付セ リ。

但最低ハ0.4坪 ヨ リ起 リ最高ハ従前 ト同率ニシテユ.5坪二止メタ リ。
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二,現 行法ニア リテハ,改 租 ノ際定メラレタル地位 ノ等級 ヲ建物 ノ等級 トシ…毎等0.5個

ノ段差 ヲ以テ29等 二分チ,最 低1個 ヨリ起 リ15個二止 メタ・リシモ,改 正法ニアリテハ高率

ノモノハ其段差ヲ大 ニシ,漸 次低率二迄ブニ従 ヒ之ヲ小ニシ,40等 二区分シ,最 低1個 ヨ

リ15個二止メタリ92)」

かくて,賦 課の標準は市税特別税条例改正案によれば,以 下の如 くなる。

「家屋税ハ個数ヲ以テ賦課 ノ標準 トス。個数ハ左二掲ゲルモノヲ根基 トシテ之ヲ算出ス。

一
,建 物 ノ坪数,二,建 物 ノ坪数二付シタル乗率,三,地 位 ノ等級二付シタル個率93)」

ここに成立した改正案における新たな原則を整理すると,次 の三点の変化が確認で きる。

第一は,地 位の等級に納税者員数調査によって,人 頭割的性格を もたせ,こ れによって街

衙に基ず きなが ら,「 繁栄 ノ程度」を尺度化しナこことである。

第二 は.家 屋の用途を も賦課率の根拠とすることにより,家 屋の性格に即しなが ら,よ り

社会活動の程度 に応 じた課税を可能とした ことである。

第三 は,地 位等級の段差を上に大 きく下 に小 さくすることにより,等 級に累進性を もたせ

た ことである。

これ らの変化は,家 屋税の地租によるものか ら,租 税制度一般への接近の試みとして要約

で きよう。つまり,家 屋税は土地に対するものか ら社会活動全般へど及ぼ うとしたのである。

しかしこの変化は家屋税とい う租税の一徴集形態の範囲内の変化であ り,お のずか ら制約を

もっている。街衝の繁栄の程度は納税員数の大小として地位等級に影響を与え うるがそれ以

上の貧富の差までを地位等級に尺度化す ることはで きない。まナこ,個 々の用途 に即して家屋

の賦課率を変えることはで きても,産 業にかかわる用途と消費生活にかかわる用途の質的差

異を,定 めた定率の範囲内で量化する以上のことはで きない。きらに地位等級の累進性につ

いて も同様の制約をもつとともに区間の等級の偏よりを調整するものではないが故に,家 屋

税を主要財源 とする区の財政力の回復をもたらしえないとい う点(な ぜならその意味での区

にかかわる総合性は,学 事通則の下での学区の再設置の時点で奪われていたか ら)が 致命的

な問題 として残 され るのである。

この報告は,大 正7年9月 に学区廃止と家屋税とを一括付託 された委員会によって再提案

され,可 決されるまで,な お,「 荏再」たる経過をたどることになる9㍉

ま と め

こうして,先 行研究において次のように述べ られテこ自治の日本的性格の都市学区における

特殊性 と教育費 としての意味について要約することが可能となった。

「日本に於ける自治体の発展を観察する場合に常に官治性 と自治性を厳密な意味で対立的
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ほ ノ が ア ア ア

排他的に考へることは,却 って事の真相を把握する所似ではない。そこには自治の日本的
が ぞ ぞ ヂ ヂ だ ぞ ア ぞ ア が ア

形態或は自治の日本的性格 とも言ふべ きものが見出きれるのである95)。」

都市学区 もまた,本 稿で神戸市に限って検討した限 りでの結論として上記の一般的傾向性

をまぬがれない ものであった。都市学区をしてこのような制約においたのは,明 治20年 か ら

明治26年の空白期の地方制度再編であっアこ。しかし,こ のような制約下で自ら学区廃止の選

択を:不可避ならしめたのは,都 市への人口流入と,夜 間中学を公立にせざるを得ないような

都市住民の分解である。 その意味で,明 治40年 代以降の都市は支配の新たなルールの開拓線

であったともいえよう。農村とは異なる意味での都市住民組織は,こ の分解を前提 として新

たな組織性を模索せざるを得ないことになったのである。

次に学区を教育区としてみるならば,家 屋税論義は,区 に教育費を留保せんがナこめの社会

的問題であり,こ の対立が教育の社会的存在様式の指定 をめぐるものであったことか らいえ

ば,都 市化社会の先駆的形態である戦前大都市の変容の時点で現われた教育をめぐる社会的

実践であったと評価しえよう。区費として残された家屋税の制約の もとで教育費は自らを近

代化しようとしつつ,自 治の日本的性格 と都市社会の変容にその可能性を阻まれ,官 治性の

より強い市費へ と吸収されたのである。市はまた自治の日本的性格では説明し切れない教育

の二重原則を統轄する公権力主体として,新 ナこな舞台における検討対象となるのである。
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Historical.StudyonUrbanizationandEducatiohalAdministration(1)

rSchoo1.DistrictConsolidationProblemsip

Kob母CltybeforeWorld.War皿 一

KazuoMikami

TheauthorscollcernstartsfromthewelI-knownassumptionthatlocalco旦trolof

educationaladmi豆 三strationisdifficulttomaintain皿ainlyduetofinancialproblemswhile

thedece且tralisedsystemofeducatioロaladministrationi鳳metropolitallareasisreco皿 ・

mendedtoimproveeducatio豆alsurround董ngs.

1皿thispapertheauthorexam三nesmorecloselythehistoricalprocessoftheschooI

districtestablishmentanditsconsolidatio血i且KobeCltybeforeWorldWar玉,deallng

chieflywiththefinancialproblemsandthedebatesintheCityAssemblyatthattime.

IntheFirstchaptertheauthorpo三ntsoutthattheschooldistrictsinKobeCity

hadbeenformedearlyi鳳theMeijleraandhadbeeninvolvedinthewholeco㎜u-

n量tylifebeforethelocalautonomysysteminJapa皿wasestablished.Anditwasonly

aftertheIocalautonomysystembegaatobeorganizedi且themiddleofMeijierathat

itbecamefunct玉onalo鳳lyforschoolsandtheschooldistrictexpenditurewasfina職ced

exclusivelybythedistrict-ownedestateandthehouseestatetax.

Inthesecondchaptertheauthorclarifiesthefactsthat,becauseofthei且creased

dema亘dsforschoolexpenditureduetothepopulat三 〇nflo宙intometropolitanareaalld

theexpenditureofcompulsoryeducation,theschQoldistricts,especiallytheout-skirts

districtssufferedfromthelackoff量 且ancialrevenue.Subsequentlysubsldiesbythe

cityweregrantedandthedistrictsbebtrapidlyaccumulatedandaplanofschooldistrict

collsolidationwassubmittedtotheCityAssemblytosolvethefi且ancialproblemsin

the40thyearofMe量j量(1907).Sincethe且heateddebatesovertheproblemswereheld

iロtheAssemblyforelevenyearsu亘tilthe7thyearofTaisho(1918)withouthaving

reachedanyconcIusions.A且dltwasl1'tuntillthedouble-shiftschoolsystemwas

extehdedoverthewholeschooldistrictsthatadecisio且wasmadebytheCityAssembly

tocoロsolidateschooldistrictsforthepurposeofabolishingthedoul)le-shiftschoolsystem.

1鳳thethirdchaptertaxreformproblemsconcerninghouseestatetaxasameans

off玉 旦ancingschoolswhichweredebatedconcurrentlywiththeschooldistictconsolida-

tionploblemsintheCityAssemblyweresurveyed.Throughthedebatesitwasmade

clearthatthehouseestatetaxwasveryinflexibletotherapideconomicchangeul11ike
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thebus量nesstaxandtheincometax.Soitwasdec三dedtoconsolidatetheschooldistricts.

Finallythroughthesurveystheauthorconcludesthatitwasimpossibletomain-

tainschooldistrictst1nderthedistrict-ownedlinanciロgsystemimJapanbeforeWorld

War皿.WheregovernmentaIfinancing.washeldinhighesteem.Fromthisacon-

clusionisalsodrawnthatthedecentralizedsystemoffina且cingschoolscouldnotbe

achievedifitexclusivelydependsonaspecifiedsourceofrevenueandhasnotenough

fundstocover亡hefinanciali皿abilitiesamollgcommumlties。


